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検討会における委員からの主な意見等 
 

■ 検討会における検討範囲 
 

 

 

 

■ 論点等 
 

緊急点検通知 検討会（委員からの意見） その他 

Ⅰ 

被

害

想

定

等 

１ 大津波等による被害の想定 

・ 現在の想定を超える発生も必要に応じ考慮 

 

・ 避難場所、避難路等の検討 

■従来の津波対策の課題整理、減災社会構築のロードマップの作成

が必要 

■従来の防災機能（ハード・ソフト）の評価と課題を整理し、想定

外という発想に象徴される従来の防災対策、安全対策における思

考のパラダイムシフトが必要 

■歴史的な視点を持ち、低頻度大規模災害に対する防災・減災、復

旧・復興の考え方を科学的根拠に基づいて提示する必要 

■【事例】三連動地震の津波ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの実施による「津波から逃げ

切る支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の策定及び津波避難困難地域の公表、解消に

向けた取組 

●被害想定には限界もあり、発生頻度の低いものをどこまで考慮す

べきかが課題 

●想定外のことが起きないように津波の高さを精緻に予測するな

どのリスクマネジメントと、それでも想定外のことが起こった場

合のクライシスマネジメントの２本立てで考えるべき 

●県内で津波到達時間の短い所と長い所では対策等が異なり、これ

らをどう整理して地域防災計画に盛り込むかが課題 

 
 
 

 

２ 市町村の災害対策本部機能の喪失又は著しい低下等へ

の対応 

・ 災害対策本部機能の維持・確保 

 

・ 都道府県等からの迅速な支援のあり方 

 

 

■防災対応に当たるべき市町村の壊滅的な状況への対応 

■市役所、警察署、消防署、基幹病院等の設置場所、耐震化、通信

基盤の点検・見直し 

 

※ ■は第１回検討会、●は第２回検討会における委員からの意見。 

 
(1) 対象災害：地震災害及び津波災害（特に津波災害を中心に検討）  (2) 災害予防と初期の災害応急対策を中心に検討 

資料１ 
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緊急点検通知 検討会（委員からの意見） その他 

Ⅱ 

避

難

対

策

等 

１ 津波に関する避難指示等の住民への伝達体制等 
 ・ 津波避難指示等の発令基準の速やかな策定、定めてい

る場合の再点検 
 ・ 避難指示等の迅速かつ確実な伝達体制の確保  
・ 情報伝達時、避難時の災害時要援護者への配慮  

■和歌山県内沿岸市町村における避難者数（避難所での確認人数）
の少なさに対する今後の対応 

 

○情報伝達の仕組みの整備 
①正確な情報の伝達 
②迅速な伝達 
③地震・停電対策 

 
○避難誘導を行う者の質的・量的確保 
 ①消防団・自主防災組織の充実・強化 
 ②その他避難支援者の充実・強化 

２ 津波に関する避難指示等の住民への伝達手段 
・ 防災行政無線の未整備団体の早急な整備、災害に強く、

かつ住民に確実に伝達されるような整備 
・ 多様な伝達手段の確保（J-ALERT、防災行政無線、ｺﾐ
ｭﾆﾃｨFM、ｴﾘｱﾒｰﾙ、衛星携帯電話など） 

 

 
■防災行政無線の電源確保 
 
■衛星携帯電話の使用不能の事態に備えたバックアップ 
■【事例】和歌山県内全域のエリアメール導入 
●津波高さ、来襲時間などの途中情報の提供があれば避難者を避難
所に止めておく説得材料になるかもしれない 

 
○情報伝達手段（防災行政無線・

J-ALERT）の堅牢性の確保（非常電
源、耐震性） 

○情報伝達手段の冗長性確保（多重化、
複数ルート） 

○防災行政無線の遠隔起動性能の確保 
３ 避難施設、避難のあり方 
 ・ 避難場所、避難路等の検討（再掲） 

■幼稚園、小・中学校の児童・生徒の引き取りへの対応 
■避難所への情報提供（地域の被害・避難等の情報不足への対応）
●避難所避難者に対する細やかなでローカルな避難や被害に関す
る情報提供のあり方の検討 

■車による避難のあり方の検討 
■住民参加による津波避難の実動訓練の実施 
●歩行速度も含め、避難時間を考慮した避難の実動訓練の実施 
■避難困難地域の把握と避難施設の確保 
●車による避難のあり方や避難路の幅の広さは一概に一律的に決
められない大きな検討課題 

●国民保護との連携も視野に入れ、自衛隊車両の幅などを意識した
避難路や避難ルートの整備を進めることが必要 

●車を使って良い人・悪い人、使って良い地域と悪い地域などの棲
み分けも必要かもしれない 

●車による避難について、ビデオなどの映像から具体的に整理する
必要 

●車による避難に関し、カーラジオがあるがその内容が全国区であ
り、また車は閉鎖空間なので周りの様子がわかりづらい問題もあ
る 

●単に車による避難は禁止ということは簡単だが、車への依存度が
大きい現状等も踏まえて対策を検討する必要 

○住民をいかに安全に避難させるか 
（被害にあったと考えられる理由） 
①避難しようと思わなかった 
②避難する場所がわからなかった。 
③避難に時間がかかった 
④一人では避難できない 
⑤避難した場所が危険な場所だった 

 
○避難所、避難路の整備のあり方 
①身近な避難場所の確保（避難ﾀﾜｰ等） 
②自動車で避難することの可否 
③避難場所間の移動への対応 

※ ■は第１回検討会、●は第２回検討会における委員からの意見。 
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緊急点検通知 検討会（委員からの意見） その他 

Ⅲ 

災

害

応

急

対

策

等 

１ 初期の情報収集手段 
 ・ 多様な手段による速やかな被害情報の収集手段の確保

  

２ 防災事務に従事する者の安全確保 
 ・ 避難指示等の呼びかけ、水門封鎖など防災事務に従事

する者の安全確保 
 
 
 

■行政職員、消防団員などの安全確保 ○避難誘導を行う者の安全をいかに確
保するか 

（被害にあったと考えられる理由） 
①避難したがらない人がいた 
②状況は認識していたが、避難誘導に
時間がかかった 

③状況を認識していなかった 
 

３ 住民の安否情報の確認 
・ 住民、特に居住市町村以外へ避難した住民の安否確認、

情報提供 
 

■孤立集落対策（高齢者に配慮した緊急時の外部への連絡方法)  
■【事例】シートへの病人数、救援物資のペンキでの書き込み等に
よる情報発信） 

 

４ 中・長期にわたる災害対応 
 ・ 避難所での集団生活や避難生活の長期化による持病の

悪化やｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等集団感染への対策 
 ・ 防災施設等への非常用電源設備の整備 
 
 

■長時間、長期間の場合の災害対応（これまでの津波対応が４～６
時間程度で警報解除との想定） 

■避難所及び不在住宅等への防犯対策 
■被災後における２次被害（関連死）への対応 
■ボランティアと連携した災害対応（救援物資等の配付、ｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ﾀｰ等の育成） 

■ライフラインの多重性確保 
●非常用電源の整備・活用は極めて重要 
●非常用電源は設置の有無のみならず、電源確保時間が重要 
●住民に関するデータのバックアップの検討の必要性 

 

その他 ■災害救助犬の養成・確保 
■膨大な量のガレキを処理するごみ処理施設の迅速な確保 
■津波による大規模火災の発生を踏まえた石油備蓄基地のあり方
の検討 

●防災都市計画のようなものや国民保護計画との連携の検討が必
要 

●将来の防災対策を見据えた非常用の水利・電源、都市の構造及び
道路整備のあり方等、自治体の防災拠点のあるべき姿のデザイン
を提案すべき 

○建物屋上の対空表示（ヘリサイン） 
○空中消火が適する市街地の選定と地
域防災計画への反映 

 
○実効性ある計画策定のあり方 
 ①時系列災害対応の明示 
 ②災害対応業務の優先順位の設定 
 ③数値目標の設定 など 

※ ■は第１回検討会、●は第２回検討会における委員からの意見。 
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緊急点検通知 検討会（委員からの意見） その他 

Ⅳ 

災

害

予

防

等 

１ 物資等の備蓄・輸送等 

 ・ 燃料供給、物資輸送等に係る民間企業等との協定締結

・備蓄すべき品目、数量等の確保 

 

■自治体備蓄の在庫管理及び輸送手段に係るシステムの構築 

 

 

２ 都道府県等の区域を越えた災害時の相互応援協定の締

結等 

 ・ 都道府県域を超えた自治体のほか、多種･多様な団体

との災害時の応援協定の締結 

 ・ 国、海外等からの支援の円滑な受入（受援計画等の検

討・整備） 

 

 

■【事例】遠野市、一関市など内陸部市町村による被災沿岸市町村

への後方支援 

○大規模災害時における地方公共団体

間の応援体制の充実 

 

○受援計画の位置付け、あり方 

 

 

３ 住民の防災意識向上のための普及啓発 

 ・ 津波の正確な知識、住民の防災意識向上のための普及

啓発の一層の推進 

 

 

■防災教育の充実・強化 

■【事例】釜石市の小・中学校における避難の成功事例 

■ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを介在させた住民と行政との協働による点検・話し合

いが重要 

●ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟそのものが安心マップになっていた感がある。ﾏｯﾌﾟ

に示されていない危険性をどう住民に理解してもらうかが重要 

●ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟは一つのモデルであり、全てではないことを住民に丁

寧に説明する必要 

■災害教訓の伝承（言い伝え、石碑） 

■大震災の実態・教訓をまとめ、後世に伝えるシステムの構築 

■防災マップの記載の仕方や住民への周知方法の検討（指定避難所

への想定を超える大津波襲来による死亡事例を踏まえた今後の

対応） 

●マイナス（失敗）の教訓だけでなく、プラス（成功）の教訓もし

っかり拾い上げて次に活かしていく必要 

●大震災に関する様々な事実、体験談、映像など出来るだけ網羅的

にアーカイブしなければならない 

○防災教育、防災訓練のあり方 
①避難勧告・指示と空振り 
②堤防過信神話 
③実効性ある訓練の実施 

 

○消防団・自主防災組織などの充実 

※ ■は第１回検討会、●は第２回検討会における委員からの意見。 

 


